
町からのお知らせ
　

マイナンバーカードの休日窓口を開設します
問　税務住民課　戸籍住民係　☎0968・86・5723

　平日にマイナンバーカードの受け取りや申請が
できない人のために、休日窓口を開設します。
　時間帯ごとに予約枠を設けています。希望する
人は、１月５日火から電話予約を受け付けます。
　新型コロナウイルスの感染を防止する（窓口の
混雑を防ぐ）ため、完全予約制としています。予
約上限に達した場合、受付は終了します。
　各種証明書発行、住民異動届、印鑑登録、電子
証明書の更新・マイナポイントの予約・申込など
は行いません。

開設日　
１月24日日　　２月28日日　　３月28日日
受付時間　　
午前９時～正午
受付業務　　
マイナンバーカードの受け取り（交付通知書が届
いている人が対象）
マイナンバーカードの申請受付
場所　
菊水区域の人　税務住民課　
予約受付　☎0968・86・5723
三加和区域の人　住民課　　
予約受付　☎0968・34・3111

マイナンバーカードの受け取りに必要なもの　
１　交付通知書（ハガキ）
２　�通知カード（紛失の場合は、「紛失届」を交付

場所で記載してください。）
３　住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
４　�本人確認書類（A書類から１点、またはB書

類から２点）
※�本人確認書類は最新の情報が記載されているも
のおよび有効期限内のものに限ります。
所要時間　10分～15分

Ａ　顔写真付き公的証明書
運転免許証・運転経歴証明書・旅券・住民基本台
帳カード（写真付きに限ります）
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳・在留カードなど
Ｂ　「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記
載された書類
健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・
子ども医療受給者証・学生証など
※�マイナンバーカードは、交付通知書に記載の交
付期限後も受け取れます。
※�必ず、カードの交付を受ける本人がお越しくだ
さい。
※�15歳未満の人・成年被後見人の人には、法定代
理人が同行してください。また、申請者本人と
法定代理人の人の本人確認書類をお持ちくださ
い。

マイナンバーカードの申請に必要なもの�　
１　通知カード
２　印鑑
３　本人確認書類
　　＜A書類から２点の場合＞　
　　（例）運転免許証と旅券
　　＜A書類から１点＋B書類から１点の場合＞
　　（例）運転免許証と健康保険証
　　＜B書類から２点の場合＞　
　　（例）健康保険証と子ども医療受給者証
所要時間　10分～15分

　詳しくは、お問い合わせください。
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償却資産（固定資産税）の申告をお願いします
問　税務住民課　固定資産税係　☎0968・86・5723

　償却資産とは、固定資産税の一種で、事業をし
ている人がその事業をするために使用している資
産（構築物、機械、装置、工具、器具・備品など）
です。令和３年１月１日現在で償却資産を所有し
ている人は、下記期限までに申告をお願いします。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が
150万円に満たない場合は課税されません。
申告書の提出期限　２月１日月
申告が必要な人　①町内で事業をしている個人ま
たは法人　②町内で事業はしていないが、事業用
の償却資産を貸し付けている個人または法人
※確定申告、住民税申告をする人で、経費の減価
償却費の欄に次の償却資産をお持ちの人は、固定
資産税償却資産の申告も必要です。
申告方法　昨年申告があった人や課税標準額が50
万円以上の人には、12月中旬に申告用紙を郵送し
ています。１年間の償却資産の増減を申告してく

ださい。
　新たに事業を始めた人、課税標準額が50万円未
満だが新たな償却資産を購入した人、申告用紙が
届かない人は、ご連絡をお願いします。
償却資産の対象となるもの（業種別の例）
共通　パソコン、コピー機、応接セット、駐車設
備など
建設業　パワーショベル、大型特殊自動車など
料理飲食業　厨房設備、冷凍冷蔵庫など
理（美）容業　洗面設備、消毒殺菌設備、パーマ機
など
農業　農業用機械類、ビニールハウスなど
※トラクター・コンバインは、軽自動車の課税対
象ですので、償却資産の申告の必要はありません。

　詳しくは、お問い合わせください。
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